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単元株式数の変更および定款の一部変更に関するお知らせ 
 
当社は、本日開催の取締役会において、会社法第１９５条第１項の規定に基づき、単元株式数の変更および

これに伴う定款の一部変更について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。 
記 

１．単元株式数の変更 
（１）変更の理由等 

全国の証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨に鑑み、投資家の皆様に

とって、より投資しやすい環境を整え、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図るため、投資

単位の引き下げを目的とした単元株式数の変更を行うものであります。 
なお、最近の当社の株価水準で今回の単元株式数の引き下げが行われた場合、東京証券取引所が定

める望ましい投資単位水準（５万円以上５０万円未満）を下回ることが想定されますが、当社といた

しましては、引き続き、コークス事業の一層の競争力強化と非コークス事業の収益力強化による安定

的な収益の確保ならびに財務体質の充実による企業価値の向上に取り組み、東京証券取引所の定める

投資単位水準を上回るように努めてまいります。 

 
（２）変更の内容 

単元株式数を５００株から１００株に変更致します。 
 
（３）変更予定日 

平成２５年１０月１日（火） 
 
２．定款の一部変更 

単元株式数の変更に伴う定款の一部変更の内容は次の通りです。 
（下線部は変更箇所） 

現 行 定 款 変 更 後 

（単元株式数） 

第８条 当会社の単元株式数は、５００株とする。 

 

（単元株式数） 

第８条 当会社の単元株式数は、１００株とする。 

附 則 

第８条の変更は、平成２５年１０月１日をもってその効

力を生じるものとする。 

なお、本附則は、第８条の変更の効力発生後、これを削

除する。 

（ご参考）上記単元株式数変更に伴い、平成２５年１０月１日をもって、東京証券取引所における当社株式の

売買単位も１００株に変更されます。 
以  上 


